
業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250107 

契約番号 2093 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 戸籍法改正に伴う住民記録システム改修作業委託 

契約金額 ¥13,477,200－ 

担当課 政策経営部 企画課 

契約相手先 株式会社ＲＫＫＣＳ 

契約相手先 

所在地 
熊本県熊本市中央区九品寺一丁目５番１１号 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、戸籍法改正に伴い、必要となる住民記録システムの改修作業および帳票

の修正作業を委託するものである。 
 本区総合行政システムは、平成 30 年度に公募型プロポーザルの結果採用した上記

業者が開発したパッケージシステムであり、現行システムの構成や特性を熟知して

いる上記業者以外が本作業を実施することは不可能である。 
 よって、上記業者を指定いたしたい。 
 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250108 

契約番号 2102 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 
戸籍法改正による住民票の振り仮名表記に伴う証明書コンビニ交付システム改修作

業委託 

契約金額 ¥2,640,000－ 

担当課 政策経営部 企画課 

契約相手先 株式会社ＴＫＣ 

契約相手先 

所在地 
栃木県宇都宮市鶴田町１７５８番地 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、証明書コンビニ交付システムにて発行している住民票のレイアウト変更

を行うための支援作業を委託するものである。 
 本件対象となる証明書コンビニ交付システムは、番号制度施行に伴うマイナンバ

ーカードの利用法の一環として、住民サービス向上のため平成 28 年度から公募型プ

ロポーザル方式を経て住民情報系システムに追加導入されたシステムであり、区役

所施設へ訪れることなく各種証明書取得が可能となる証明書発行機能を有してい

る。 
 当該システムは、上記業者が開発した資産であり、上記業者以外が当該システム

運営に必要な知識、情報及びノウハウを有することは困難である。 
 また、当該システムは、既存の住民情報系システムと確実で迅速な連携が求めら

れるところであり、その点でも導入時からの経緯及び既存の住民情報系システムと

の連携仕様を熟知した上記業者の関与は不可欠であり、上記業者以外が同等の水準

をもって当該業務の実施にあたることは不可能である。 
 これらの理由をふまえ、上記業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250110 

契約番号 2105 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 令和７年６月データ標準レイアウト変更に伴う総合福祉システム改修業務委託 

契約金額 ¥2,860,000－ 

担当課 政策経営部 企画課 

契約相手先 株式会社アイネス営業本部 

契約相手先 

所在地 
東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３８番１１号 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、社会保障・税番号制度改正に伴う総合福祉システムの改修を委託するも

のである。 
 改修対象である総合福祉システムは、上記業者が保有するパッケージシステムの

ライセンスを受け、そこに本区の機能要件に合わせてカスタマイズ部分を加えたシ

ステムである。 
 よって、機能作成にあたっては、システムの構造やデータの管理状態に精通して

いることが必要であるため、本システムの保有者である上記業者以外がシステム改

修を行うことは不可能である。 
 ついては、上記業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250115 

契約番号 2126 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 Ｗｉｎｄｏｗｓ１１端末インストール作業委託（先行展開分） 

契約金額 ¥4,389,660－ 

担当課 政策経営部 企画課 

契約相手先 ＮＥＣフィールディング株式会社東日本インテグレーション統括部東京第一営業部 

契約相手先 

所在地 
東京都港区芝浦四丁目９－２５芝浦スクエアビル 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本案件は、本区が令和 6 年度に全庁の情報系端末を入れ替えるに当たり、既存端

末にインストールされているアプリケーションについて、各課からの要望に基づき

新端末へインストールし、動作検証及び必要な設定作業を行うことを範囲としてい

る。 
 上記事業者は、北区情報系ネットワークシステムの構築事業者とともに本区のネ

ットワーク機器及び端末等の保守・運用業務を担っており、対象アプリケーション

の既存端末へのインストールについても、本区のセキュリティ対策や各課の要望に

沿った設定値を分析した上で実施してきた経緯がある。 
 同一アプリケーションを新端末へ移行するに当たり他の事業者へ委託した場合、

インストール方法や設定値に関する各課への再調査や、それに伴う作業スケジュー

ルの後ろ倒しが必要となり、多大な業務影響が発生する。 
 業務影響を最小限にしつつ、安全かつ確実に作業を実施するためには、本区のセ

キュリティ対策を把握し、同一作業の実績とノウハウを保有する上記事業者以外に

委託することは困難である。 
 よって、当該事業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250130 

契約番号 2140 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 
北区公式ホームページにおける申請・手続き検索サイト（特設ページ）構築業務委

託 

契約金額 ¥330,000－ 

担当課 政策経営部 企画課 

契約相手先 株式会社フューチャーイン東京支店 

契約相手先 

所在地 
東京都港区三田三丁目５番２７号住友不動産三田ツインビル西館７Ｆ 

業 者 指 定 の 

理 由 
本件は、北区公式ホームページに掲載されている手続きを検索し、検索結果を一覧

表示することができる、申請・手続き検索サイトを北区公式ホームページ内に構築

するものである。 
本業務の履行にあたっては、受注業者が北区公式ホームページの CMS サーバーにア

クセスできることが求められる。 
北区公式ホームページの CMS サーバーへのアクセスは著作権の都合上、上記業者以

外の業者によるアクセスはできない。よって、上記業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250205 

契約番号 2124 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 施設予約システム料金改定対応委託 

契約金額 ¥2,860,000－ 

担当課 政策経営部 企画課 

契約相手先 株式会社ワイイーシーソリューションズ 

契約相手先 

所在地 
神奈川県横浜市中区山下町２２番地 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、施設予約システムにて管理する施設の料金について、当該システムの仕

様変更を委託するものである。 
 施設予約システムは、上記業者の開発したパッケージシステムをベースとして、

本区の必要要件に基づき上記業者の関連業者がカスタマイズを加えて開発したもの

であり、システム利用形態及びカスタマイズ要件の秘匿性から当該パッケージシス

テムの保守を他の業者が実施することは不可能である。 
 よって、効率的かつ安定的に要求機能を実現するため、上記業者を指定いたした

い。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250207 

契約番号 2142 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 人事異動および端末保守に伴う情報系ネットワークパソコン設定等作業委託 

契約金額 ¥2,653,200－ 

担当課 政策経営部 企画課 

契約相手先 ＮＥＣフィールディング株式会社東日本インテグレーション統括部東京第一営業部 

契約相手先 

所在地 
東京都港区芝浦四丁目９－２５芝浦スクエアビル 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本案件は、人事異動に伴う情報系ネットワークパソコンの移設・増設をするにあ

たって必要となる設定作業である。 
 上記業者は、平成１５年度の北区情報系ネットワークシステム構築以降、その安

定稼働、庁内・庁外組織へのネットワーク拡充にその専門的知識・技術を活用し、

電子区役所構築の一端を担ってきた。 
 当該業務は、これら一連のネットワーク整備の延長にある作業であり、端末及び

ネットワークの設定内容は、本区と北区情報系ネットワークを構築した当業者のみ

が知り得る部外秘項目であり、他業者に設定作業を委託するのは困難である。 
 よって、上記業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250312 

契約番号 2161 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 第二庁舎地下会議室無線アクセスポイント設置作業委託 

契約金額 ¥3,506,250－ 

担当課 政策経営部 企画課 

契約相手先 日本電気株式会社首都圏支社 

契約相手先 

所在地 
東京都港区芝五丁目７番１号 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本案件は、第二庁舎の情報系ネットワーク無線接続フロア拡張に伴い必要となる

情報系ネットワーク機器等の設置及び設定作業である。 
 上記業者は、平成１５年度の北区情報系ネットワークシステム構築以降、その安

定稼働、庁内・庁外組織へのネットワーク拡充にその専門的知識・技術を活用し、

電子区役所構築の一端を担ってきた。 
 当該業務は、これら一連のネットワーク整備の延長にある作業であり、端末及び

ネットワークの設定内容は、本区と北区情報系ネットワークを構築した上記業者の

みが知り得る部外秘項目であり、他業者に設定作業を委託するのは困難である。よ

って、上記業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250108 

契約番号 2133 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 
作品審査、授賞式・記念イベント運営委託（第２３回北区内田康夫ミステリー文学

賞） 

契約金額 ¥6,479,000－ 

担当課 政策経営部 シティブランディング戦略課 

契約相手先 一財） 内田康夫財団 

契約相手先 

所在地 
長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字西屋敷５０４－１ 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、第 23 回「北区内田康夫ミステリー文学賞」の実施にあたり、作品審査、

授賞式・記念イベントの運営を委託するものである。  
当該文学賞は、北区アンバサダーとして活動された内田康夫氏の協力のもと、平成

１４年４月に創設され、（一財）内田康夫財団の全面的な協力を得て実施している事

業であるため、内田氏の事務所である（一財）内田康夫財団以外の業者での運営は

困難である。 
 よって、上記業者を指定したい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250121 

契約番号 2132 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 北区内田康夫ミステリー文学賞ブックレット作成業務委託 

契約金額 ¥610,500－ 

担当課 政策経営部 シティブランディング戦略課 

契約相手先 （株）実業之日本社 

契約相手先 

所在地 
東京都港区南青山六丁目 6 番 22 号 emergence２ 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、北区内田康夫ミステリー文学賞への応募意欲の喚起へと繋げるとともに、

授賞式・記念イベント来場に対する関心を高め、北区内田康夫ミステリー文学賞の

認知度向上を図ることを目的に、受賞作品や当該事業に関する情報を発信するブッ

クレットを作成する委託業務である。 
北区内田康夫ミステリー文学賞は、平成８年よりアンバサダーとして活動された内

田康夫氏の協力のもと、平成１４年４月に創設された事業で、今年度で第２３回を

迎える。 
 ブックレットの作成にあたっては、最終選考会議（令和７年１月２７日）で受賞

作品が決定してから、授賞式・記念イベント開催（令和７年３月２２日）までの短

期間で、受賞作品等を中心とした原稿の作成・校閲を行う必要があり、かつ、文学

賞への応募意欲の喚起へ繋げるとともに、授賞式・記念イベント来場に対する関心

を高め、文学賞の認知度向上を図る内容とするための構成・レイアウト・デザイン

の提案や助言が必要となるため、当該事業を十分に理解している必要がある。 
 上記業者は、文学賞の創設準備時から、内田康夫氏や複数の出版社とともに事業

立ち上げに協力し、現在も引き続き、文学賞を実施するにあたり協賛をしている。

また、業者所属の編集者は、受賞作品を決定するための最終選考会議の選考委員も

務め、これまでの文学賞受賞作品の校閲作業を行ってきた。そして、平成２８年度

（第１５回）までの文学賞の受賞作品等を、上記業者が発行してきた「月刊ジェイ・

ノベル」に掲載し続けてきた実績もあり、平成２９年度（第１６回）以降は、上記

業者の作成する「Web ジェイ・ノベル」において、文学賞に関する情報発信も行っ

ていることから、本件業務に必要な知識、情報及びノウハウを有している。  
 以上のことから、上記業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250115 

契約番号 2107 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 リボンスプーン（５本入）の購入 

契約金額 ¥643,500－ 

担当課 総務部 総務課 

契約相手先 奥山 喜蔵 

契約相手先 

所在地  

業 者 指 定 の 

理 由 
 製作者である奥山喜蔵氏は、人間国宝に認定されており、北区を代表する伝統工

芸士である。 
 本件は、区政に多大な貢献のあった方に区政功労者（特別区政功労者）として本

区の名誉区民であり人間国宝である同氏が制作するリボンスプーン贈呈のため、当

該作品を購入するものである。当該作品は上記業者以外に制作及び販売することが

できない。 
 このため、制作者である上記業者を指定いたしたい。 
 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250108 

契約番号 2092 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 令和６年度 係長研修Ⅳ（組織マネジメント）の研修委託 

契約金額 ¥820,600－ 

担当課 総務部 職員課 

契約相手先 株式会社行政マネジメント研究所 

契約相手先 

所在地 
東京都江東区新木場１丁目１８番１１号 

業 者 指 定 の 

理 由 
 東京都北区人材育成基本方針では、係長職に対し必要とされる役割の一つとして

「係内の組織管理を行い、係の業務を円滑に運営し、組織目標を達成する。」ことを

定めており、職場統率能力の向上が求められている。 
 上記を基に、本研修は係長職昇任４年目の職員を対象に、係長職として組織の力

を最大限に発揮させるマネジメント手法を修得し、組織の目標・使命を達成するこ

とができる職員を育成することを目的に実施する。 
 上記業者のカリキュラムは、自治体で求められるマネジメント力を強化して、組

織目標を達成することを目的としており、自治体の係長職をターゲットにした内容

になっている。本研修では講義のみならず、随所に短時間のグループ討議や演習を

盛り込み、係長に寄せられる期待を理解するとともに、自治体版マネジメント理論

やリーダーシップの発揮の仕方、マネジメント上の問題解決方法、組織力強化に必

要なコミュニケーションスキルをより実践的に学ぶことができる。 
 よって、上記事業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250122 

契約番号 2094 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 都の北学園新築工事監理業務委託（2 期） 

契約金額 ¥67,144,000－ 

担当課 総務部 営繕課 

契約相手先 （株）石本建築事務所東京オフィス 

契約相手先 

所在地 
東京都千代田区九段南四丁目６番１２号 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、都の北学園新築工事の工事監理業務（2 期）を委託するものである。 
 北区神谷中サブファミリー施設一体型小中一貫校新築基本計画及び基本設計・実

施設計業務委託においては、公募型プロポーザルにより上記業者が決定され、平成

30 年 8 月から令和 2 年 12 月にかけて業務委託を行ったところである。 
 ついては、工事監理業務委託の契約を締結するにあたり、以下の理由により上記

業者を指定いたしたい。 
 
1.基本設計及び実施設計等で検討した内容の詳細及び経過を熟知しており、円滑に 
業務の遂行ができるとともに、費用面でも効率的に工事監理業務を行うことがで 
 きる。 
 
2.基本設計及び実施設計等で決定した外観計画・配置計画等、設計者の創造性に依 拠
する内容（著作権）を含むとともに、設計の主旨を十分に把握したうえで工事 
 監理業務を行うことが必要である。 
 
3.監理体制、品質管理並びに工程管理などに関しては、大規模な建築工事の監理業 
務実績があり、本工事の監理業務委託を確実に履行することができる。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250326 

契約番号 2159 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 豊川小学校リノベーション工事監理業務委託 

契約金額 ¥88,195,800－ 

担当課 総務部 営繕課 

契約相手先 株式会社大誠建築設計事務所 

契約相手先 

所在地 
東京都中野区新井一丁目２５番６号中野フコク生命ビル３Ｆ 

業 者 指 定 の 

理 由 
 豊川小学校リノベーション工事は、当該小学校リノベーション事業の一環であり、

居ながら工事であるがための学校との調整や複数工種の進行管理及び諸官庁協議

等、工事監理が複雑かつ多岐に及ぶため、適切かつ円滑な工事の遂行には、専任の

監理者による継続的な工事監理が必須である。 
 ついては、工事監理業務委託の契約を締結するにあたり、以下の理由により上記

業者を指定いたしたい。 
 
1. 実施設計等で検討した内容の詳細及び経過を熟知しており、工事監理業務を進め

る上で、円滑な業務の遂行ができるとともに、費用面でも効率的に工事監理業務を

行うことができる。 
2. 実施設計等で決定した外観計画・配置計画等、設計者の創造性に依拠する内容（著

作権）を含むものであり、設計の主旨を十分に把握したうえで工事監理業務を行う

ことが必要である。 
3. 監理体制、品質管理並びに工程管理などに関しては、大規模な建築工事の監理業

務実績があり、本工事の監理業務を確実に履行することができる。 
4. 本工事は、学校を運営しながら行う特殊性の高い大規模な事業の一環であり、実

施設計において、効率的な工事進捗や良好な教育環境の確保及び安全対策のために、

関連工事との工事区分及び工事中の仮設計画等の詳細な検討を行っており、本工事

の工事監理業務を確実に実施することができる。 
 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250110 

契約番号 2109 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 赤羽イノベーションサイト人材育成等事業企画及び運営業務委託 

契約金額 ¥38,148,352－ 

担当課 地域振興部 産業振興課 

契約相手先 特定非営利活動法人コミュニティビジネスサポートセンター 

契約相手先 

所在地 
東京都北区赤羽一丁目 59 番地 8 号ヒノデビル 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本業務は、起業家などへの支援を行う施設である赤羽イノベーションサイトにお

いて、産業の新たな担い手の育成、創業及び新規事業への参入の支援等を行うこと

により、地域産業のさらなる活性化を図ることを目的とした事業を実施するもので

ある。 
 上記業者は、公募型プロポーザル方式による審査の結果、契約交渉事業者となっ

た業者である。 
 当該業者は、創業支援施設ネスト赤羽の指定管理者であり、本業務で実施する創

業支援のノウハウを有するとともに、北区の地域特性等も理解したうえでの事業の

提案は、事業意義の理解、実現性、事業実施にあたっての工夫など、事業実施にあ

たって、十分な力量があると判断できるものであった。 
 よって、上記業者を委託先として指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250310 

契約番号 2158 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 北区観光ガイドマップ作成委託 

契約金額 ¥3,500,000－ 

担当課 地域振興部 産業振興課 

契約相手先 一般社団法人東京北区観光協会 

契約相手先 

所在地 
東京都北区王子１－１１－１ 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本事業は、スポットやイベント等北区の観光に関する魅力を国内に向けて広く発

信するための北区観光ガイドマップを作成するものである。 
 一般社団法人 東京北区観光協会は、北区の観光振興について熟知した、区民、事

業者などと連携した中核的推進組織であり、民間ならではの視点と手法で北区の魅

力を効果的に創造・発信することで、新たな北区の価値を創出できる区内唯一の団

体である。 
 また上記事業者は、インターネットをはじめ、各種媒体を活用した情報発信に取

り組んでいるため、観光ガイドマップに掲載すべき情報量を網羅的に有している。 
 よって、北区観光ガイドマップの作成、改訂にあたって求められる高い質を充た

す唯一の業者であると判断し、上記業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250306 

契約番号 2157 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 「北区環境ポータルサイト」における子ども向け学習コンテンツ拡充委託 

契約金額 ¥308,364－ 

担当課 生活環境部 環境課 

契約相手先 株式会社ＹＵＩＤＥＡ 

契約相手先 

所在地 
東京都港区南青山一丁目１番１号新青山ビル東館 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、レジ袋有料化による利益を北区環境行政に役立てていただきたいという

趣旨による寄付を効果的に活用するため、これからの未来を担う子どもを対象に、

「北区環境ポータルサイト」における子ども向け学習コンテンツを拡充する施策を

委託する契約である。 
 本サイトは、上記業者により設計・開発されたものであり、サイト開設当初から

一貫してサイト運用保守・更新等業務を担っているため、他社による運用が困難で

あることから、上記業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250120 

契約番号 2123 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 ごみ集積所管理システム導入に係る構築作業等委託 

契約金額 ¥2,558,600－ 

担当課 生活環境部 北区清掃事務所 

契約相手先 株式会社インフォマティクス 

契約相手先 

所在地 
神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０番地ミューザ川崎セントラルタワー２７階 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、ごみ・資源の収集・回収場所である集積所情報を的確に管理し、円滑な

収集作業を実施していくために導入する集積所管理システムへの移行に必要な既存

データからのデータ変換、並びに、システム 構築を行うための業務委託である。 
 上記業者は、これまでも本区において、統合型ＧＩＳパッケージシステムの運用

及び管理を実施している業者である。本件集積所管理システムにおいても、既存の

ＧＣ Ｐｌａｎｅｔｓの拡張機能として追加構築を行うものである。 
 当該システムは上記業者が本区の機能要件に合わせて設計・開発を行ったシステ

ムであり、既存システムの役割や設計の経緯、他システムとの連携機能を正確に把

握している業者でもある。そこで、本システムの構築にあたっては、既存システム

との親和性はもとより、円滑なシステム稼働の実現が求められるため、他の業者が

同等の水準をもって当該業務の実施することは不可能である。 
 よって、上記業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250127 

契約番号 2131 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 粗大ごみ申告受付システム用 LAN ケーブルの敷設作業委託 

契約金額 ¥893,750－ 

担当課 生活環境部 北区清掃事務所 

契約相手先 株式会社ＮＴＴネクシア 

契約相手先 

所在地 
北海道札幌市中央区大通西十四丁目７番地 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、粗大ごみ申告受付業務で使用しているクライアント端末及びプリンタの

移設に伴い必要なＬＡＮケーブルの敷設作業や、端末等機器類の諸設定を実施する

ための委託契約である。 
 粗大ごみ申告受付業務システムは、東京都北区プロポーザル方式実施基準に基づ

き、令和３年度に公募型プローザル方式により選定した上記業者が提供するシステ

ムである。 
 上記業者は、粗大ごみ申告受付業務システムを構成するサーバ類のみならず、ク

ライアント端末及びプリンタ、並びにネットワーク回線やネットワーク機器につい

ても一元的な保守を担っている。 
 一方で、他の業者が、上記業者と同等の水準で、粗大ごみ申告受付業務システム

の全容を把握し、本件を遅滞なく的確に実施することは不可能である。 
 よって、上記業者を指定いたしたい。 
 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250227 

契約番号 2146 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 東京都北区福祉施設指定管理者候補者選定に伴う財務状況等調査委託 

契約金額 ¥880,000－ 

担当課 福祉部 地域福祉課 

契約相手先 公認会計士 森 智佳子 

契約相手先 

所在地  

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、東京都北区福祉施設指定管理者候補者選定の資料とするため、指定管理

者候補者の安定した管理代行が行える経営能力の有無について調査を行うものであ

る。 
 業務実施にあたり、財務分析等に係る専門的技能を有する公認会計士の有資格者

であることに加え、選定委員会開催に合わせて事務局と緊密に連絡を取りながら、

迅速に調査を行う必要があるため、日本公認会計士協会東京会北会へ推薦を依頼し

たところ、当該業者の推薦を受けた。 
 したがって、当該業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250109 

契約番号 2098 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 福祉総合システム改修業務委託（就学前障害児発達支援無償化簡素化等に伴う対応） 

契約金額 ¥880,000－ 

担当課 福祉部 障害福祉課 

契約相手先 株式会社アイネス営業本部 

契約相手先 

所在地 
東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目３８番１１号 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は就学前障害児発達支援無償化簡素化対応および同一世帯における複数児童

の上限額管理対応に伴う福祉総合システムの改修を委託するものである。  
 本区の障害者福祉関係事務は、上記業者が保有するパッケージシステムをもとに

開発した福祉総合システムに基づき行われている。このシステムには、北区独自の

カスタマイズを加えており、継続性・効率性を図るために同社への保守委託を続け

ている。今回のシステム改修についても、同社以外では対応できないものである。

よって、上記業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250310 

契約番号 2145 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 日立高速液体クロマトグラフ制御用パソコンの購入 

契約金額 ¥902,000－ 

担当課 北区保健所 保健予防課 

契約相手先 株式会社日立ハイテクフィールディング東京支店 

契約相手先 

所在地 
東京都新宿区四谷四丁目４番１号 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、食品化学検査において使用する高速液体クロマトグラフ及び質量分析計

の分析ソフトウエア搭載のパソコンの購入である。 
 この高速液体クロマトグラフ及び質量分析計は、上記業者のグループ会社である

株式会社日立ハイテクサイエンスが開発したものであり、独自技術をグループ会社

以外に提供していない。そのため、分析ソフトウエアの取扱、PC セットアップ、動

作性確認等を行うことができるのは上記業者のみである。 
 以上のことから、上記業者を指定いたしたい。 
 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250110 

契約番号 2104 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 
都制度「その他の納付金」制限区分の撤廃に伴う施設等利用給付システム「ひつじ」

の改修委託 

契約金額 ¥314,600－ 

担当課 子ども未来部 子ども未来課 

契約相手先 株式会社日本システムブレーンズ 

契約相手先 

所在地 
東京都台東区浅草橋一丁目９番１６号日東ビル５階 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、施設等利用給付システム「ひつじ」システムの改修を委託するものであ

る。 
 改修にあたり、本件パッケージシステムの開発元で、システムの構成や特性を熟

知し、運用上の知識やノウハウを豊富に備えている上記業者以外が本作業を実施す

ることは不可能である。 
 よって、上記業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250120 

契約番号 2121 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 
教育・子ども施設指定管理者候補者選定及び業務委託プロポーザル審査に伴う財務

状況等調査委託 

契約金額 ¥770,000－ 

担当課 子ども未来部 子どもわくわく課 

契約相手先 中尾美智子公認会計士事務所 

契約相手先 

所在地 
東京都北区田端新町１－１３－１０ 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、教育・子ども施設における指定管理者候補者選定及び業務委託プロポー

ザル審査に際して、委員会の資料として提供することにより審査の適正を図るため、

応募事業者の財務状況、資金計画等の調査・分析を行うものである。 
 業務の委託先は、財務分析等専門的技能を有する公認会計士の有資格者である必

要があるため、日本公認会計士協会東京会北会へ推薦を依頼したところ上記の推薦

を受けた。 
 よって、上記業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250123 

契約番号 2127 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 
東京都北区放課後子ども総合プラン事業の業務委託（滝野川第二放課後子ども総合

プラン）に伴う引継業務委託 

契約金額 ¥2,309,220－ 

担当課 子ども未来部 子どもわくわく課 

契約相手先 株式会社ベネッセスタイルケア 

契約相手先 

所在地 
東京都新宿区西新宿二丁目３番１号新宿モノリスビル 

業 者 指 定 の 

理 由 
 令和７年度４月からの滝野川第二小学校における放課後子ども総合プラン事業の

一般登録及び学童クラブ登録に係る業務を委託するにあたり、公募型プロポーザル

方式により委託業者の選定を行った結果、上記業者に決定した。 
 放課後子ども総合プラン事業においては、児童と指導員との信頼関係を構築する

ことが最も重要な要素であるため、４月からの委託に先立ち、事前に十分な期間を

取って業務の引き継ぎを行い、児童との信頼関係を構築する必要がある。 
 ついては、４月からの受託業者である上記業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250110 

契約番号 2091 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 
子ども・子育て支援システム 地方公共団体情報システムの標準化に関わるシステ

ム移行業務委託（令和６年度分） 

契約金額 ¥14,278,000－ 

担当課 子ども未来部 保育課 

契約相手先 株式会社日本システムブレーンズ 

契約相手先 

所在地 
東京都台東区浅草橋一丁目９番１６号日東ビル５階 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」の施行により自治体

での対応が義務化された標準準拠システムへの移行について、本区において使用す

る子ども・子育て支援システムを標準準拠版のシステムへ移行するために必要な作

業を委託するものである。 
 本区における標準化対応については、令和３年度の北区情報化推進本部にて、現

行システムベンダが開発する標準準拠システムへ移行する基本方針が定められてい

る。 
 本区において使用する子ども・子育て支援システムは、平成 30 年度に公募型プロ

ポーザルで採用した上記業者が設計・構築したものであり、現行システムの構成や

特性を熟知している上記事業者以外に本業務を実施することは不可能である。 
 以上のことから、当該案件について、上記業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250120 

契約番号 2129 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 
北区公募型プロポーザル（北区立児童発達支援センター運営業務委託）における財

務状況等調査委託 

契約金額 ¥550,000－ 

担当課 子ども未来部 子ども家庭支援センター 

契約相手先 佐藤 範和 

契約相手先 

所在地  

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、北区立児童発達支援センターの運営業務委託プロポーザル受託候補者選

定に際して応募業者の経営能力等について調査を行い、財務状況等の分析結果を審

査委員会の資料とすることにより、候補者の適切な選定を行うことを目的とするも

のである。 
 本件業務の委託先は、財務分析等専門的技能を有する公認会計士の有資格者であ

る必要があるため、日本公認会計士協会東京会北会へ推薦を依頼したところ上記業

者の推薦を受けた。 
 以上の理由より、上記業者を推薦いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250303 

契約番号 2162 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 緊急通報設備撤去及び動作停止確認委託（シルバーピア王子） 

契約金額 ¥1,073,600－ 

担当課 まちづくり部 住宅課 

契約相手先 株式会社ケアコム 

契約相手先 

所在地 
東京都調布市多摩川三丁目３５番地４ 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、シルバーピア王子に設置している緊急通報設備の撤去及び動作停止確認

を行うものである。 
 北区高齢者住宅入居者の緊急時に安全を確保するため、シルバーピア王子には上

記業者が開発した緊急通報設備を各住戸の仕様に合わせて設置している。 
 当該高齢者住宅の返還にあたり、この緊急通報設備を安全、確実に撤去するため

には、設備の専門的知識と技術を有していることが必要である。 
 この点、上記業者は当該緊急通報設備の開発メーカーであり、各住戸の仕様に合

わせた設置を行い、必要な知識と技術を有していることから、本業務を適切かつ確

実に履行できるのは上記業者のみである。 
 以上の理由により、上記業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250305 

契約番号 2163 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 緊急通報設備撤去及び動作停止確認委託（シルバーピアカーサエスペランサ） 

契約金額 ¥2,783,880－ 

担当課 まちづくり部 住宅課 

契約相手先 都市管理センター株式会社 

契約相手先 

所在地 
東京都千代田区九段南二丁目４番１３号 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、シルバーピアカーサエスペランサに設置している緊急通報設備の撤去及

び動作停止確認を行うものである。 
 北区高齢者住宅入居者の緊急時に安全を確保するため、シルバーピアカーサエス

ペランサには上記業者が開発した緊急通報設備を各住戸の仕様に合わせて設置して

いる。 
 当該高齢者住宅の返還にあたり、この緊急通報設備を安全、確実に撤去するため

には、設備の専門的知識と技術を有していることが必要である。 
 この点、上記業者は当該緊急通報設備の開発メーカーであり、各住戸の仕様に合

わせた設置を行い、必要な知識と技術を有していることから、本業務を適切かつ確

実に履行できるのは上記業者のみである。 
 以上の理由により、上記業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250219 

契約番号 2151 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 不動産鑑定委託（住宅市街地総合整備事業 十条駅東地区） 

契約金額 ¥304,700－ 

担当課 土木部 土木政策課 

契約相手先 塩入不動産鑑定事務所 

契約相手先 

所在地 
東京都文京区本郷四丁目２６番８号 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、十条駅の東地区における住宅市街地総合整備事業における道路拡幅のた

めの用地買収にあたり、適正な土地評価を行うため、当該地域における標準的な画

地の更地価格を求めるために必要な資料となる不動産鑑定評価書の作成を依頼する

ものである。 
 公共の事業に供する用地の不動産鑑定については、鑑定評価する地域の取引事例

に精通し、その情報を迅速に収集しなければならず、高度な専門性、正確性が求め

られ、より豊富な知識と経験を有しなければ、的確な評価は困難である。 
 また、公共事業における不動産鑑定料については、「公共事業に係る不動産鑑定報

酬基準について」（令和２年３月１７日中央用地対策連絡協議会事務局長（国土交通

省土地・建設産業局総務課長））通知により定められていることから、鑑定評価の対

象となる不動産の類型等によって決定され、一般の契約と異なり契約当事者間の合

意により決定することにはなり得ない。 
 以上の理由より、本件の性質上競争入札に適さないため、鑑定評価地の種類、鑑

定実績、取引事例等の情報収集能力などを総合的に勘案して不動産鑑定業者に依頼

する必要がある。 
 上記業者は、最新の取引事例に基づく市場性の分析に卓越し、都内各地の鑑定評

価に携わっており、地域の特性を詳しく調査分析することを基本としている。北区

においても長年にわたり数多くの鑑定実績を有し、国や都など公的機関の鑑定実績

からも、本件土地・建物の迅速かつ適正な評価が期待できる。よって上記業者を指

定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250228 

契約番号 2167 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 不動産鑑定委託（住宅市街地総合整備事業 十条駅西地区） 

契約金額 ¥344,300－ 

担当課 土木部 土木政策課 

契約相手先 塩入不動産鑑定事務所 

契約相手先 

所在地 
東京都文京区本郷四丁目２６番８号 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、十条駅の西地区における地区幹線道路整備のための用地買収にあたり、

適正な土地評価を行うため、当該地域における標準的な画地の更地価格を求めるた

めに必要な資料となる不動産鑑定評価書の作成を依頼するものである。 
 公共の事業に供する用地の不動産鑑定については、鑑定評価する地域の取引事例

に精通し、その情報を迅速に収集しなければならず、高度な専門性、正確性が求め

られ、より豊富な知識と経験を有しなければ、的確な評価は困難である。 
 また、公共事業における不動産鑑定料については、「公共事業に係る不動産鑑定報

酬基準について」（令和２年３月１７日中央用地対策連絡協議会事務局長（国土交通

省土地・建設産業局総務課長））通知により定められていることから、鑑定評価の対

象となる不動産の類型等によって決定され、一般の契約と異なり契約当事者間の合

意により決定することにはなり得ない。 
 以上の理由より、本件の性質上競争入札に適さないため、鑑定評価地の種類、鑑

定実績、取引事例等の情報収集能力などを総合的に勘案して不動産鑑定業者に依頼

する必要がある。 
 上記業者は、最新の取引事例に基づく市場性の分析に卓越し、都内各地の鑑定評

価に携わっており、地域の特性を詳しく調査分析することを基本としている。北区

においても長年にわたり数多くの鑑定実績を有し、国や都など公的機関の鑑定実績

からも、本件土地・建物の迅速かつ適正な評価が期待できる。よって上記業者を指

定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250228 

契約番号 2168 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 不動産鑑定委託（住宅市街地総合整備事業 十条駅西地区） 

契約金額 ¥344,300－ 

担当課 土木部 土木政策課 

契約相手先 須藤総合鑑定所 

契約相手先 

所在地 
東京都北区浮間一丁目１５番１－１１０８号 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、十条駅の西地区における地区幹線道路整備のための用地買収にあたり、

適正な土地評価を行うため、当該地域における標準的な画地の更地価格を求めるた

めに必要な資料となる不動産鑑定評価書の作成を依頼するものである。 
 公共の事業に供する用地の不動産鑑定については、鑑定評価する地域の取引事例

に精通し、その情報を迅速に収集しなければならず、高度な専門性、正確性が求め

られ、より豊富な知識と経験を有しなければ、的確な評価は困難である。 
 また、公共事業における不動産鑑定料については、「公共事業に係る不動産鑑定報

酬基準について」（令和２年３月１７日中央用地対策連絡協議会事務局長（国土交通

省土地・建設産業局総務課長））通知により定められていることから、鑑定評価の対

象となる不動産の類型等によって決定され、一般の契約と異なり契約当事者間の合

意により決定することにはなり得ない。 
 以上の理由より、本件の性質上競争入札に適さないため、鑑定評価地の種類、鑑

定実績、取引事例等の情報収集能力などを総合的に勘案して不動産鑑定業者に依頼

する必要がある。 
 上記業者は、最新の取引事例に基づく市場性の分析に卓越し、都内各地の鑑定評

価に携わっており、地域の特性を詳しく調査分析することを基本としている。北区

においても長年にわたり数多くの鑑定実績を有し、国や都など公的機関の鑑定実績

からも、本件土地・建物の迅速かつ適正な評価が期待できる。よって上記業者を指

定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250303 

契約番号 2165 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 不動産鑑定委託（東日本旅客鉄道赤羽線付属街路第１～６号線） 

契約金額 ¥1,416,360－ 

担当課 土木部 土木政策課 

契約相手先 株式会社日本都市鑑定 

契約相手先 

所在地 
東京都北区赤羽南一丁目１１番７－２０５号 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、JR 埼京線十条駅付近にて実施している東日本旅客鉄道赤羽線付属街路第

１～６号の整備のための用地買収にあたり、適正な土地評価を行うため、当該地域

における標準的な画地の更地価格を求めるために必要な資料となる不動産鑑定評価

書の作成を依頼するものである。 
 公共の事業に供する用地の不動産鑑定については、鑑定評価する地域の取引事例

に精通し、その情報を迅速に収集しなければならず、高度な専門性、正確性が求め

られ、より豊富な知識と経験を有しなければ、的確な評価は困難である。 
 また、公共事業における不動産鑑定料については、「公共事業に係る不動産鑑定報

酬基準について」（令和２年３月１７日中央用地対策連絡協議会事務局長（国土交通

省土地・建設産業局総務課長））通知により定められていることから、鑑定評価の対

象となる不動産の類型等によって決定され、一般の契約と異なり契約当事者間の合

意により決定することにはなり得ない。 
 以上の理由より、本件は性質上競争入札に適さないため、鑑定評価地の種類、鑑

定実績、取引事例等の情報収集能力などを総合的に勘案して不動産鑑定業者に依頼

する必要がある。 
 ついては、最新の取引事例に基づく市場性の分析や地域の特性を詳しく調査分析

することに卓越し、北区においても長年にわたり数多くの鑑定実績を有している上

記業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250303 

契約番号 2166 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 不動産鑑定委託（東日本旅客鉄道赤羽線付属街路第１～６号線） 

契約金額 ¥1,601,600－ 

担当課 土木部 土木政策課 

契約相手先 株）太陽不動産鑑定所 

契約相手先 

所在地 
東京都港区西新橋２－１３－１６町田ビル２Ｆ 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、JR 埼京線十条駅付近にて実施している東日本旅客鉄道赤羽線付属街路第

１～６号の整備のための用地買収にあたり、適正な土地評価を行うため、当該地域

における標準的な画地の更地価格を求めるために必要な資料となる不動産鑑定評価

書の作成を依頼するものである。 
 公共の事業に供する用地の不動産鑑定については、鑑定評価する地域の取引事例

に精通し、その情報を迅速に収集しなければならず、高度な専門性、正確性が求め

られ、より豊富な知識と経験を有しなければ、的確な評価は困難である。 
 また、公共事業における不動産鑑定料については、「公共事業に係る不動産鑑定報

酬基準について」（令和２年３月１７日中央用地対策連絡協議会事務局長（国土交通

省土地・建設産業局総務課長））通知により定められていることから、鑑定評価の対

象となる不動産の類型等によって決定され、一般の契約と異なり契約当事者間の合

意により決定することにはなり得ない。 
 以上の理由より、本件は性質上競争入札に適さないため、鑑定評価地の種類、鑑

定実績、取引事例等の情報収集能力などを総合的に勘案して不動産鑑定業者に依頼

する必要がある。 
 ついては、最新の取引事例に基づく市場性の分析や地域の特性を詳しく調査分析

することに卓越し、北区においても長年にわたり数多くの鑑定実績を有している上

記業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250307 

契約番号 2169 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 不動産鑑定委託（住宅市街地総合整備事業 十条駅西地区） 

契約金額 ¥344,300－ 

担当課 土木部 土木政策課 

契約相手先 須藤総合鑑定所 

契約相手先 

所在地 
東京都北区浮間一丁目１５番１－１１０８号 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、十条駅の西地区における地区幹線道路整備のための用地買収にあたり、

適正な土地評価を行うため、当該地域における標準的な画地の更地価格を求めるた

めに必要な資料となる不動産鑑定評価書の作成を依頼するものである。 
 公共の事業に供する用地の不動産鑑定については、鑑定評価する地域の取引事例

に精通し、その情報を迅速に収集しなければならず、高度な専門性、正確性が求め

られ、より豊富な知識と経験を有しなければ、的確な評価は困難である。 
 また、公共事業における不動産鑑定料については、「公共事業に係る不動産鑑定報

酬基準について」（令和２年３月１７日中央用地対策連絡協議会事務局長（国土交通

省土地・建設産業局総務課長））通知により定められていることから、鑑定評価の対

象となる不動産の類型等によって決定され、一般の契約と異なり契約当事者間の合

意により決定することにはなり得ない。 
 以上の理由より、本件の性質上競争入札に適さないため、鑑定評価地の種類、鑑

定実績、取引事例等の情報収集能力などを総合的に勘案して不動産鑑定業者に依頼

する必要がある。 
 上記業者は、最新の取引事例に基づく市場性の分析に卓越し、都内各地の鑑定評

価に携わっており、地域の特性を詳しく調査分析することを基本としている。北区

においても長年にわたり数多くの鑑定実績を有し、国や都など公的機関の鑑定実績

からも、本件土地・建物の迅速かつ適正な評価が期待できる。よって上記業者を指

定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250205 

契約番号 2150 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 石神井川構造物等変位調査委託 

契約金額 ¥1,289,200－ 

担当課 土木部 道路公園課 

契約相手先 東洋測量株式会社 

契約相手先 

所在地 
東京都北区赤羽西四丁目４７番１４号 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本委託は、石神井川河川管理施設等の点検にて確認されたコンクリート護岸の一

部変状について変異の観測を行うものである。 
 この変状については、大規模な護岸の維持修繕の要因となることが考えられるた

め、緊急的かつ継続的に変状の経過観察を行う必要がある。 
 上記業者は、令和 4 年度及び令和 5 年度に、石神井川王子駅上流部で実施した同

内容の「石神井川構造物等変位調査委託」を受注している。そのため、現場状況、

作業内容を熟知していることから、本件について早急な対応が可能であるのは上記

業者のみである。 
 以上の理由より、上記事業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250106 

契約番号 2090 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 浮間中学校パソコン機器・周辺機器の再賃借 

契約金額 ¥308,220－ 

担当課 教育振興部 学び未来課 

契約相手先 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社 

契約相手先 

所在地 
東京都港区港南二丁目１５番３号 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、GIGA スクール構想を実施するための教務用インターネット環境の整備

に資するものであり、上記業者から令和 7 年 2 月 28 日まで賃借しているパソコン機

器・周辺機器は、現状で損傷等が少なく、令和 7 年 3 月 1 日以降も継続して利用可

能な状態である。 
 そのため、教務用インターネット環境について、機器更改による停止を発生させ

ることなく継続して利用できるよう、令和 7年 3 月 31 日まで再賃借するものである。 
 なお、再賃借に際しては、再賃借物件を保有している上記業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250205 

契約番号 2155 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 社会を明るくする運動広報活動用ウェットティッシュの購入 

契約金額 ¥308,000－ 

担当課 教育振興部 生涯学習・学校地域連携課 

契約相手先 （株）ひまわりサービス 

契約相手先 

所在地 
東京都渋谷区千駄ケ谷５－１０－９ 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、“社会を明るくする運動”の際に駅頭広報活動で配布する、ウェットティッ

シュを購入するものである。 
 “社会を明るくする運動”は、法務省の主唱による犯罪や非行のない明るい社会を築

こうとする全国的な運動であり、北区においても、関係機関・団体、家庭、学校及

び地域社会の協力のもとに全国的な運動として実施している。 
 配布する物資に関しては、“社会を明るくする運動”と記載のある指定の物資を配布

する必要があり、上記業者は、当該指定品を取り扱う唯一の業者であるため、他の

業者から購入することは困難である。 
 よって、上記事業者を指定いたしたい。 

 



業者指定理由書 
番 号 2024 

契約年度 2024 契約年月日 20250217 

契約番号 2139 

契約分類 物品 契約区分 総価契約 

契約方法 随意契約２号該当 

件   名 就学相談に関する保護者ニーズの変化についての調査研究委託 

契約金額 ¥1,100,000－ 

担当課 教育振興部 教育総合相談センター 

契約相手先 （学）渡辺学園 東京家政大学 

契約相手先 

所在地 
東京都板橋区加賀１－１８－１ 

業 者 指 定 の 

理 由 
 本件は、大学との調査研究事業選定に係る要領（３１北政企第１２９７号）に基

づき、北区と連携協力に関する包括協定書を締結している大学と連携・協力するこ

とで地域課題の解決を図ることを目的に実施する調査研究であり、今般、令和６年

度実施事業として審査委員会で選定された業務である。 
 このことから、本件調査研究の委託先は北区と連携協力に関する包括協定書を締

結する大学に限られるが、その中でも上記業者は「子育て支援・児童教育」を連携

協力事項に掲げるとともに、就学相談（身体障害、知的障害や自閉症・情緒障害等

のある児童の就学先として、障害の程度により特別支援学校、特別支援学級若しく

は通常学級のいずれが相応しいか、発達検査や面談等を通じて保護者とともに考え

ていく相談）の基礎となる第四次北区特別支援教育推進計画の策定委員会委員長及

び、毎年開催する北区特別支援教育評価委員会委員長を委嘱している教授が在職す

るなど、北区の教育行政に精通するとともに、短期間で北区の実情を踏まえた分析

が期待できることから、上記業者を指定いたしたい。 
 

 


